
                                                      令和２年６月１日 
 保護者 様 
                       喜多方市立慶徳小学校長 石田 秀喜 
 
 

   今後の教育活動について ～潤いと充実感のある学校生活に向けて～ （通知 15）          

 

 ５月１８日（月）に学校再開となり、３週間目を迎えました。子どもたちは、徐々に学校 
生活のリズムを取り戻し、欠席者もなく、毎日元気に過ごしています。 
 一方で、これまでの臨時休業により、授業時数の不足や学習進度の遅れ、諸行事の中止・ 
延期等、当初の教育計画（教育課程）を再調整していかなければならない状況にあります。 
緊急事態措置が解除されたとはいえ、新型コロナウィルス感染（拡大）防止に向けた取組 

は今後も引き続き必要になっていきます。 
 今後の教育活動の推進にあたって、児童の健康・安全を第一優先にし、かつ子どもたちに 
とって潤いがあり、充実感のもてる学校生活となるようにしていきたいと考えています。 
 直近の国・県・市の通知及び最新の知見等をもとに、今後の教育活動を下記のとおり進め 
ていきますので、保護者の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 
なお、前回の「通知１４」（5/13付）以降の状況変化により、これまでの通知内容と変 

わっている部分がありますので、ご確認ください。 
 

                                記 

１ 感染予防対策 

 （１）「３密」回避、手洗い・うがい、手指消毒、マスク着用、換気、アルコール消毒等 

   を引き続き徹底していきます。 

 （２）毎朝の検温、風邪症状等の確認を確実に行うよう、引き続きお願いいたします。 

 （３）発熱等、風邪の症状が見られた場合は、自宅で休養する。（出席停止扱い） 

 （４）マスクの着用について 
    ・ 学校教育活動においては、通常マスクを着用する。特に近距離での会話や発声が必要な場面

では、飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用します。 

     ・ 体育の授業においては、身体へのリスクを考慮し、十分な感染予防策を講じたうえで、マス

ク着用は求めないものとします。（当面の間、可能な限り屋外での授業を実施していきます。） 

     ・ 熱中症予防にも十分配慮し、こまめな水分補給とともに、エアコンの設定温度を通常より低

くするなどの対応をしていきます。 

      

２ 各教育活動について  

（１）臨時休業等に伴う授業時数の確保等について 

  ① 基本的な考え方 

    → ２学期開始までに令和２年度分の学習の遅れを取り戻すようにする。 

（第２波、第３波の到来も念頭において） 

  ② 土曜授業について  

   〇 実施日  

令和２年 

６月６日、１３日、２０日、２７日 

      ７月４日、１１日、１８日  

    計７日間 

    〇 デマンドバス利用者は、土・日の運行はないため、保護者による送迎とします。 

  ③ 夏季休業中の授業日 

   〇 実施日は、決まり次第お知らせいたします。 

   〇 通常授業（１日授業）を行い、給食もあります。 

   〇 酷暑から児童の健康を守るため、適切にエアコンを使用するとともに、 

・登 校     ～ 8:15  

・１校時  8:35 ～ 9:20 

・２校時  9:25 ～ 10:10 

・３校時  10:30 ～ 11:15 

・下 校   11:30 ～  

裏面へ 



感染リスク軽減のための換気もしていきます。 

   〇 食中毒等を防ぐため、給食等の衛生管理にも万全を期していきます。 

   〇 デマンドバスについては、利用を希望する場合は、保護者の方が直接予約センターへ 

    お申し込みください。                  
 

 （２） 水泳学習について 

   〇 実施します。 

＜根拠＞「学校環境衛生基準」（文科省）に基づき、プール水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されて

いる場合においては、水中感染のリスクは低い。地域の感染状況を踏まえ、密集・密接の場面

を避けるなど、十分な感染防止策を講じることを前提として、水泳の授業を実施することは差

し支えない。（スポーツ庁・文科省） 

   〇 感染予防策として、以下の対応をとります。 

      ・適切な残留塩素管理  ・手を触れる場所の消毒  ・事前の検温、健康観察 

       ・更衣室での密接の回避のため教室と特別教室を使用  ・水泳学習中における密接の回避 

（１～２ｍの距離確保） ・使った用具（ビート板等）の使い回しはしない  など 

   〇 事前に水泳学習への「承諾書」を提出していただきます。  

〇 プール学習は、７月３１日（金）までに終了することとします。 

   〇 ６月４日（木）にプール清掃、５日（金）にプール開き、８日（月）給水、満水後の

ろ過装置点検が済み次第、随時水泳学習を開始します 

   〇 例年行っていた夏休み中の水泳指導（プール開放）は、本年度は行いません。 
     

（３） 学校行事等についての見通し 

 

行  事  名 措 置 対       応 

運  動  会 中 止 ・児童のみで、２学期に「ミニ運動会」を実施。 

・映像記録をＤＶＤに保存し、各家庭に配付。 

  体 力 テ ス ト   実 施 ・6/8～6/12 の期間に、全校一斉でなく、各学年で実施。 

１学期授業参観・懇談会  一部実施 ・授業参観は行わず、懇談会のみ実施 → 7/8（水） 

学年 PTA行事 

地区子ども会旅行 中 止 
（長時間のバス利用の可否や利用施設の受け入れ状況等、 

 現段階で実施を判断する状況にないため。） 

校内水泳記録会 実 施 

・児童のみで実施。（低中学年ブロックと高学年ブロックに

分かれて実施） 

・映像記録をＤＶＤに保存し、各家庭に配付。 

（市民水泳大会） 中 止 （新型コロナウィルス感染拡大防止のため） 

（市小学校陸上競技大会） 中 止 （新型コロナウィルス感染拡大防止のため） 

修学旅行（6 年） 保 留 ・他県への移動制限解除等、今後の状況変化をみて判断。 

宿 泊 学 習 

（４・５年） 
保 留 

・会津自然の家 6/1 から日帰り利用のみ可。今後の全面 

 再開の状況変化をみて判断。 

 遠足（１・２・３年） 保 留 ・場所、移動方法等を検討していく。 

コミュタン（県環境創造

センター）見学（5年） 
保 留 ・バス移動の可否等を含め、判断。 

  鑑 賞 教 室 
  学 習 発 表 会 

 茶道教室 その他  
保 留 ・今後の状況変化をみて判断。 


